












 
 

１．排水対策  

 大麦は湿害に弱いので、排水不良のほ場では苗立ちや生育が不良になり、根張りも悪くなります。 

耕起前にほ場の排水対策を徹底しましょう。 

①額縁排水溝と基幹排水溝（７～８ｍ間隔）の設置（稲刈後、早急に溝を設置する。） 

②播種後、額縁排水溝と排水口の連結を確実に行うとともに、生育期間中も随時、排水溝の手直しを

実施（降雨後の停滞水の速やかな排水） 

 

２．土づくり・施肥  

①堆肥等有機物の積極的な施用 

②石灰質資材の施用（土壌 pH:6.0～6.5） 

③地力に応じた基肥施用 

（一発体系のエコ大麦の場合、40～45kg） 

 

３．適正播種  

播種時期の湿害は出芽率の低下につながります。播種前にしっかり土を乾かしましょう！ 

①ほ揚が乾いた状態で、耕起～播種の一連の作業は、1日単位で実施 

②播種は、10月上旬を基本に、９月６半旬～10月中旬までに完了  

③播種時期・播種方法に応じた適正な播種量を厳守 

（作業の前に播種機の設定量を確認！） 

④ドリル播きの場合、播種後の除草剤散布により 

雑草防除を徹底 

 

 

 

４．病害防除  

①種子消毒の徹底 

②赤かび病防除の徹底 

 

５．適期収穫と適正な乾燥調製  

①雑草の除去（特にカラスノエンドウの子実や 

ハマダイコンの果実は選別で除去できないので、 

抜取りを徹底する。） 

②穂軸、茎葉が完全に黄化し、子実水分 30％を目安に 

収穫開始（早刈り、刈遅れによる品質の低下防止） 

③共同乾燥調製施設の利用 

 

 

 

播種時期 
播種量（㎏/10a） 目標苗立数

（本/㎡） 表面散播 ドリル播

９月６半旬 6.5 6.0 １４０ 

10月上旬 7.0 6.5 １５０ 

10月中旬 9.0 8.5 ２００ 

施用量の目安(10a 当たり) 

牛ふん２ｔ または 鶏ふん 100～200 ㎏ 

ケイカル 100～200 ㎏ または チャンピオン 60㎏ 

【播種量の目安】 

品質目標 
2.2mm 篩下 ２％以下 

 白 度 ４３以上 

容積重 ６９０ｇ/ 以上 

硝子率 ４０％以下 

品質の高い大麦生産 

赤かび被害粒が混入したものは出荷できません！ 

開花状況を確認し、開花始め（穂揃期）とその７日後の２回の防除を

確実に実施しましょう！ 

ﾊﾏﾀﾞｲｺﾝの花と果実

大麦種子は、右表の播種量を目安に、 

予備も含めて準備しましょう。 

ｶﾗｽﾉｴﾝﾄﾞｳの子実 
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そばには、夏そば（春まきで夏に収穫）と秋そば（夏まきで秋に収穫）があり、ここでは主に秋そばの栽培

について紹介します。そばは、生育期間が短く、播種後 20 日程度で開花が始まり、70～80 日程度で成熟

に達します。湿害に弱いので排水対策が重要です。播種前にほ場条件をしっかりと整えましょう。 
 
１．排水対策  

湿害に極めて弱いため、梅雨明け後、耕起前に額縁排水溝を設置する。また、1.5～２ｍ間隔に排水

溝を掘り、生育期間の排水不良による発芽不良、伸長停止、立枯病等の発生を防止する。 
 

２．土づくり  
  耕起前に pH6.0 を目標として、石灰質資材を散布する。 
 
３．播種時期  

播種適期は、平坦地では８月中旬から下旬、中山間地では８月上旬を目安とする。播種時期が早す

ぎると、開花時の高温による稔実不良の危険がある。一方、播種時期が遅すぎると、収穫前に初霜に

遭う危険がある。標高や生育期間の気象条件を考慮して播種時期を決める。 
 

４．播 種 量  
散播では、播種量を６～７㎏/10a とし、播種後耕転により軽く覆土する（１～２㎝）。 
条播では、播種量を４～５㎏/10a とし、条間は 20～30 ㎝とする。 
 

５．施  肥  

  （標準施肥量） 

施肥区分 窒素成分量 肥料名 

基肥 ２㎏/10a 程度 ＢＢ特 15号で 13 ㎏/10a 程度 
 

６．害虫防除 

播種時期の早いほ場や生育旺盛なほ場に被害が出やすい。ほ場を見回って早期発見に努める。 
ハスモンヨトウの発生抑制に効果的なフェロモントラップを活用する。 
 

７．収穫、乾燥・調製 

そばの生育期間の目安は、70～80 日程度である。コンバインで収穫する場合は、子実黒化率 70～
80％を目安に、晴天日に露が乾いてから収穫する。 
また、コンバイン収穫後は平型乾燥機等で乾燥（30℃以下）し、仕上水分は 14～15％とする。唐箕

選により屑、未熟粒、被害粒、異物を除去し、厳選する場合は、揺動式の選別機等で選別する。 
 

栽 培 暦（例） 
月 ７月 ８月 ９月 １０月 

旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 

 

生育 

 
 

播 
種 
期 

着 
蕾 
期 

開 
花 
初 
期 

  開 
花 
終 
期 

成
熟
期

収 
穫 
期 

 

 

 

管理 
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虫
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除 

収穫・乾燥・調製

 

※施肥量が多いと倒伏するので、

地力に応じて施肥量を減らす。

追肥は基本的に施用しない。 

そばの栽培について 
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作業時間は、4 月下旬定植(購入苗)、9 月下旬～10 月下旬収穫の場合 

 

今すぐ実践！園芸を取り入れた複合経営 

１．白ねぎ 

黒部市の『白ねぎ』は、生産体制や販売体制、購入苗や出荷箱、出荷数量の助成、野菜価格

安定制度が整備されています。 

近年は、省力化機械を導入して大規模白ねぎ生産に取り組む生産者が増加しています。 

○複合化品目としての魅力 

(１) 露地野菜のなかでも 10a 当たりの収益

が大きい品目です。 

(２) 苗が必要な生産者は完成苗をＪＡから

購入することができます。 

(３) 簡易定植器「ひっぱりくん」や「皮むき

機」のレンタル、「皮むき作業」のＪＡ

への委託も可能です。また、通常３～４

回行う追肥作業は、「基肥一発肥料」を

使用することにより省力することができます。 

(４) ＪＡの選別場を利用することにより、作業時間のかかる選別・箱詰め作業を委託できるた

め面積拡大が容易です。また、出荷前に予冷を行い、高品質な白ねぎのまま出荷できます。 

(５) ＪＡの販売支援体制が整備されており、バラ・コンテナ出荷等資材費削減に向けた取り組

みや学校給食、加工業者等への多様な販売も積極的に行っています。 

○作業体系・労働時間                

○生産・出荷の留意点  

(１) 排水の良いほ場を選定し、深い額縁排水溝とほ場内

の排水溝を設置する等排水対策を徹底します。 

(２) 生育に合わせて４～５回土寄せを行います(一度に

多くの土を寄せすぎない)。 

(３) 土壌病害対策を①定植時、②梅雨入り前、③梅雨明

け後の３回、必ず行います。 

(４) 葉に病害虫の被害がなく、軟白部や根部に軟腐病の

発生が見られない高品質な白ねぎを調製･選別し、

出荷します。 

 

月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 合計

作業体系 
○  ・・・・・・  ○△ ------ △       ■   ------------------  ■  

(播種・育苗：委託)       定植                            収穫 

 

10a 当たり作業時間 
(時間)    12 15 15 20 20 75 150   307 

定植器「ひっぱりくん」 皮むき機 

排水対策としての額縁排水溝と長畝を途中

で切った溝の設置状況 
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２．にんじん 

黒部市農協では、主穀作経営体が導入する品目として、平

成24年から「にんじん」の生産を振興しています。    

水稲との作業競合が少ないことや機械化による大規模栽培

が可能なことから、水稲農家におすすめの品目です。 

 

 

○複合化品目としての魅力 

（１）県内の自給率が低く、実需者や消費者から地場産に対する期待の高い品目です。 

（２）病害虫の発生が少なく、栽培は容易です。 

（３）作業が機械化されており、排水対策、畝立て・播種、収穫、調製・選別作業を「全農とや

ま」所有の機械・施設を利用することで大規模栽培も可能です。 

（４）「大麦」や「たまねぎ」等の後に作付けすることで連作障害を軽減しつつ水田を有効に利

用することができます。 

（５）販売体制が整備されている「全農とやま」に全量出荷します。収益性向上のため、加工向

け販売等も行われています。 

○作業体系・労働時間                            

※播種機、収穫機、選別施設を利用の場合                   作業時間は8月上旬播種、11月中旬収穫の場合 

○生産・出荷の留意点 

(１) ほ場の選定が最も重要です。①かん水用の農業用水が利用できる、②作土深が25cm程度

ある、③カヤツリグサ、タデの発生の少ないほ場を選定します。 

(２) 排水対策を徹底するため、事前に弾丸暗渠や額縁排水溝を設置し、畝は20cm以上の高畝

栽培とします。 

(３) 夏播きの作型では、水分不足になると発芽率が低下するため、「かん水装置」を利用して

播種後にたっぷりかん水します。発芽が揃うまでうね面は乾かないようにします。 

(４) 播種後の除草剤散布は翌日の天気を確認して行います。生育途中の除草は、にんじんと雑

草の葉令を判断して除草剤を散布します。 

(５) 畝立て・播種、収穫、調製・選別作業に必要な機械や施設は、「全農とやま」所有のもの

を利用することができます。その際は、早めに利用計画書を提出する必要があります。 

 

 

 

月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 合計

作業体系 
        播種○・・○         収穫■-----■ 

播種○・・・○     収穫■ ---- ■ 

 

10a 当たり作業時間 
(時間)       19 27 9 9 32  96 
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作業時間は、7 月上旬播種、8 月中旬定植、11 月中旬収穫の場合 

３．加工用キャベツ 

消費されている野菜の約６割が加工業務需要となってお

り、全国的に加工用に向けた野菜生産が行われています。 

県内においても、キャベツを加工用に生産し、野菜のカ

ット売り業者等と契約取引を行う取組みが拡大しており、

黒部市農協管内でも、新たに取り組む経営体が増加してい

ます。 

水稲との作業競合が少ないことや機械化による大規模栽

培が可能なことから、水稲農家におすすめの品目です。 

 

○複合化品目としての魅力 

（１）全農とやまと加工業者との契約取引のため、あらかじめ取引単価が設定されており、収益

を見通すことができます。 
（２）「大麦」や「たまねぎ」等の後に作付けすることで、水田の有効活用や連作障害を軽減す

ることができます。 
（３）栽培にあたっては、「排水対策機械」や「施肥同時畝立て機」、「定植機」、「鉄製コンテナ」

を全農とやまからレンタルできるため、機械等への新たな投資が不要です。 
（４）収穫・出荷作業は、一定の重さ以上のキャベツを「鉄製コンテナ」に詰め込み、全農とや

まに運搬する体系であるため、選別は簡便で箱詰め作業が不要となり、省力的です。 
（５）事前に決めた日に出荷するため、休日にしか労力確保できない営農組合にも導入しやすい

品目です。 

○作業体系・労働時間                            

○生産・出荷の留意点 

（１）生育を揃え、一斉収穫することが、収穫作業の省力化や収益性を向上させるポイントです。 
（２）生育を揃えるためには、均一な育苗やライムソワーまたは畝立て同時施肥機を用いた均一な 

散布が必要です。 
（３）収量を確保する大玉生産のためには、外葉を大きく生長させる必要があります。 

このため、①適期定植による速やかな活着、②排水対策の徹底、③生育初期の肥効を維持さ

せる追肥が重要です。 
（４）カルシウム欠乏による縁腐れ症や芯腐れ症対策として、うね間かん水やカルシウム資材の葉

面散布、害虫の食入防止など病害虫防除を徹底する必要があります。 
（５）契約販売のため、計画的な作業と精度の高い生産出荷計画が求められます。 

月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 合計

作業体系 

○----△ -----------■ 

  ○---△------------■■■ 

 播種  定植          収穫 

 

10a 当たり作業時間 
(時間)       19 16 4 13 27  79 

収穫時に運搬車を利用 
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４．花き 
旧盆のお墓参り用切り花として需要のある‘小ギク’、‘アスター’、‘ケイトウ’について紹介

します。見た目が重要な品目で、週１回程度の防除は必要ですが、小さな栽培面積で比較的大き

な収入が得られます。作業は軽作業が中心でその多くを占める収穫調製作業は水稲の刈取前とな

り競合しません。 

○小ギク 

・仏花として年間を通じて大きな需要があり、特に７月下旬～８月中

旬には富山市場でも契約的販売で有利販売できます。 

・エスレル散布や電照により開花期を調節し、需要期に合わせて出荷

します。また、機械による省力化の事例があり、規模等に応じて取

り組むことができます。 

月 ３ ４ ５ ６ ７ ８ 作業時間

作業 
▽・・・・・・・△--×----- //-------------□    □ 

挿し芽   定植 摘心    整枝           収穫 54 時間/a

○アスター 

・中輪、小輪品種があり、花色も多く、仏花の他、

花束・アレンジ用として需要があります（品種例：

小輪：ステラシリーズ（サカタ）、トゥモローシリ

ーズ（タキイ）、中輪：あずみシリーズ（サカタ））。 

・土壌伝染性の病害が発生しやすいので、①病害に

強い品種を選ぶ、②排水対策を徹底する、③同一

ほ場での作付けは５年に１回とする等の対策が必

要です。 

月 ３ ４ ５ ６ ７ ８ 作業時間 

作業 
○・・・・・・・・△------------------□   □ 

播種      定植              収穫 60 時間/a 

○ケイトウ 

・鮮やかな色やボリューム感から、仏花のアクセントとなる品目で

す（品種例：サカタプライド（サカタ））。 

・肥料が多いと茎が太くなり、花形が乱れるため、窒素肥料を控えて

栽培します。 

・品種は「オーガスタEX（ムラカミ）」を利用します。 

月 ３ ４ ５ ６ ７ ８ 作業時間

作業 
○・・・・・・△------------------□  □  

播種    定植                収穫 59 時間/a
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8/258/1

なつっこ

8/208/158/108/57/307/25

なつおとめ

よしひめ

あかつき

川中島白桃

つきあかり

まさひめ

５．もも 

「もも」は、高級感ある真っ赤な外観に加え、とろけるよ

うな白い果肉、果汁の多さや独特の風味など、誰もが好む好

条件を備えています。 

また、自家消費用として高い人気があるばかりでなく、収

穫時期が夏のギフトシーズンにあたることから、贈答用とし

ての人気が非常に高い果物です。 

○複合化品目としての魅力 
（１）庭先販売では、市場流通品よりも完熟した美味しい果実の販売が可能です。 

（２）植付け３年目から収穫が可能で、果樹の中では比較的早期に収益が確保できます。 

(３) ８月で収穫が終わり、水稲との作業競合が少なく、台風被害の少ない品目です。 

○作業体系・労働時間 

 
 
 
 
 
 
 

○主なオススメ品種 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○生産・販売の留意点 

（１）生育不良や病害を回避するため、植付け前の排水対策、防風網の設置が必須です。 

（２）植栽場所によっては鳥獣害対策（防鳥網、電気柵等）が必要です。 

（３）摘果や袋かけ等、手作業による管理作業が多く、収穫遅れにならないなど労力に見合った

規模での栽培を行う必要があります。 

（４）生産者による庭先販売が中心です。クレーム等には誠実な対応が必要です。 

 

 

       

 

 

早生の主力品種！ 
緻密でやや硬め 
な果肉ながら、 
果汁たっぷりで 
甘い！ 

珍しい黄肉系 
品種。とろける 
甘さに驚き！ 

大玉で着色良好な、 
贈答用にぴったり 
の品種！ 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計

作業体系

10aあたり
作業時間(h)

0 2 20 23 38 70 32 86 17 0 14 4 306

摘蕾 

休眠期剪定 

摘果 収穫・選果・出荷 

礼肥 基肥 

秋季剪定 

雪対策

袋かけ 
除袋 
(着色管理) 

病害虫防除 (15～16 回)・草刈(4～5 回) 

園芸品目導入にあたっては、経営体の労働力や保有機械、栽培するほ場の条件等を考慮する

必要があります。導入を希望される方は、各地区担当の営農指導員や県普及指導員にご相談下

さい。 
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BCP（事業継続計画）とは、自然災害などの緊急事態が発生した場合、人員、電気、水、資金等が足りなくな

ることが想定される中で、どの仕事を優先して続けるか、どうやって再開するか、ということをあらかじめ決めて

おく計画のことです。 

BCP は決して難しいものではなく、経験として既に備わっていることも少なくありません。 

計画として文字に落とし込むことで、従業員との共有や、普段の経営の見直し・改善にもつながります。 

・農林水産省では、自然災害等のリスクに備えるためのチェックリストを作成しています。 

・チェックリストには「リスクマネジメント」と「事業継続」の２種類のシートがあり「事業継続」の項目ごとに

必要な内容を記載すると、ご自身で簡易的な農業版 BCP が作成できます。 

 

農業版 BCP を上手く機能させるため、少なくとも年に１回は見直しを行い、備えが十分か確認しましょう。

※農林水産省ホームページに掲載している EXCEL 版のチェックリストを活用すると作成がスムーズです。

① 日頃からのリスクに備え、台風襲来等

の対応策を決めておく 

〇チェックリスト「リスクマネジメント」 

自然災害等のリスクに対して、防災・

減災の観点から備えておくべき項目

について検討します。 

災害時の停電に備え、非常用電源などを
確保していますか？

収入保険の補償内容を理解するとともに
加入していますか？

排水路や排水溝、明きょ等の点検、
ゴミの除去や補修、再整備等を行いましたか？

収穫物は適切な場所に保管しましたか？

チェックリスト「リスクマネジメント」（項目例）

リスクの
把握

予防

直前の
対策

自身の地域の自然災害リスクについて
ハザードマップで確認したことはありますか？

〇チェックリスト「事業継続」 

被災後の事業継続の観点から、ヒト・ 

モノ・カネ・セーフティーネット等、事前 

に想定しておくべき事項について検討 

します。 

② 被災後の復旧・事業継続のための 

計画づくり！ 

〇農業版 BCP（事業継続計画） 

チェックリストの各項目に、経営体に応じた具体的な対策を当てはめると、農業版 BCP が作成されます。 

基本方針の
策定

重要業務・
目標復旧時間

の検討

被害想定と
影響評価

事前対策の
実施

緊急時の
体制整備

燃料・肥料・種苗・農薬等の事業に
おいて不可欠な生産資材の調達に
支障が生じた場合の代替手段を
確保していますか？

災害発生時における責任者等と
その代理者を定めていますか？

道路・交通網に支障が生じた場合に、
重要業務への影響とその対応（代替手
段等）を想定していますか？

災害発生時の基本方針を
定めていますか？

重要業務の目標復旧時間を
明確にしていますか？

チェックリスト「事業継続」（項目例）
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地域の担い手・農業法人について

市内においては集落営農化、法人化等により、農地の集約・集積が進められています。

＜集落営農組織、受託組織＞ 令和７年３月時点

番号 設立年月 地区名 組　織　名 備　考

1 H23. 4 前沢 栗寺集落営農組合

2 H23. 4 若栗 みらいファーム黒部

3 H13. 3 東布施 中陣集落営農組合

4 H19. 3 東布施 布施谷営農組合

5 S55. 2 愛本 愛本営農組合

＜農事組合法人＞

番号 設立年月 地区名 法　人　名 備　考

1 H12. 3 石田 (農)犬山営農組合 旧　犬山営農組合　（H27改組）

2 H 9. 3 村椿 (農)吉田営農 旧　吉田営農組合  （H16改組）

3 H12. 2 村椿 (農)荒俣営農組合 旧　荒俣営農組合  （H15改組）

4 H23. 8 村椿 (農)飯沢営農組合 旧　飯沢営農組合  （H27改組）

5 R 2.11 村椿 (農)出島

6 H10. 6 大布施 (農)植木営農組合 旧　植木営農組合　（H14改組）

7 H16. 8 大布施 (農)ファーミングくろべ野 旧　営農組合ファーミングとちざわ （H18改組）

8 H 2.12 前沢 (農)吉宮 旧　吉宮集落営農組合　（H12改組）

9 H27.12 前沢 (農)前山 　

10 H29.10 前沢 (農)前沢西部営農組合 　

11 H10. 6 前沢 (農)シード布施山 旧　シード布施山生産組合　（R7改組）

12 S56. 3 荻生 (農)荻生ライスセンター 旧　荻生農作業受託組合　（改組）

13 H 1. 2 荻生 (農)寺坪営農組合 旧　寺坪生産組合　（H19改組）

14 H 9. 6 若栗 (農)越野営農組合 旧　大越営農組合  （H18改組）

15 H19. 3 東布施 (農)東布施中部農産 　　

16 H 7. 9 愛本 (農)アグロアケビ 旧　営農組合アグロアケビ　（H27改組）

17 H12. 8 愛本 (農)グリーンひばり野 旧　営農組合グリーンひばり野  （H20改組）

18 H14.12 愛本 (農)ひばり野ファーム 旧　営農組合ひばり野ファーム  （H27改組）

19 H10. 1 愛本 (農)風野ファーム 旧　愛本新２区営農組合　（R4改組）

20 H 3.12 浦山 (農)浦山１２区 旧　浦山12区営農組合    （H16改組）

21 H10.10 浦山 (農)ファームとちや 旧　栃屋営農組合          （H17改組）

＜有限会社＞

番号 設立年月 地区名 法　人　名 備　考

1 H18. 3 村椿 (有)得能農産

2 H11. 2 荻生 (有)稲田農産

3 H12. 5 若栗 (有)グリーンパワーくろべ

4 H17. 4 若栗 (有)林農産

5 H18. 4 若栗 (有)グリーンビジネス橋本

6 H18. 5 若栗 (有)アグリ池田

＜株式会社＞

番号 設立年月 地区名 法　人　名 備　考

1 R 2. 2 村椿 R＆Vのざわ農場（株）

2 H30. 5 大布施 （株）米農家寺﨑

3 R 2. 2 下立 （株）ファームクリエイト黒部

4 R 3. 2 下立 （株）杉本農場

5 H30. 9 浦山 （株）アグリとりの原  

＜有限・株式会社　（畜産・園芸）＞

番号 設立年月 地区名 法　人　名 備　考

1 H14. 4 三日市 (有)シンムラ 畜産

2 H18. 4 村椿 (有)木島農場 畜産

3 H23. 4 浦山 新興果樹園(有) 園芸
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活用しよう『認定農業者制度』 

 

（１） 認定農業者制度のねらい 

効率的で安定した魅力ある農業経営をめざす農業者が自ら作成する農業経営改善計画（５

か年の経営目標）を、市の基本構想に照らして認定し、その計画達成に向けてさまざまな支

援措置を講じていくものです。 

 

（２） 認定を受けるための要件･手続き 

魅力ある農業経営を目指し、農業経営者として頑張っていこうという農業者であれば、認

定の対象者となることができます。 

認定を受けるためには、農業経営改善計画を市へ提出し、承認を受ける必要があります。 

 
 

（３） 認定農業者に対する主な支援措置 

１．経営所得安定対策 

畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策） 

米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策） 

２．低金利な資金の借り入れ 

スーパーＬ資金（日本政策金融公庫等）、農業近代化資金（農協等） 

資本性劣後ローン（日本政策金融公庫） 

３．農業経営基盤強化準備金制度による税制支援 

準備金の積立額を経費や損金へ算入できるなどの税制特例 

   ４．青色申告を行うことで保険料の助成を受けられる 

 

※複数市町にまたがって営農する農業者は県の認定になります。  

 

○認定を受けたい方は、「農業

経営改善計画書」記入用紙に

次のような内容を記載して 

提出します。 

 
１．計画が農業協同組合、農林振興センター等から適切であると認められること 

２．経営改善を意欲的に行うと認められること 

３．経営規模が基本構想の目標をおおむね達成しうる者であること 

４．計画が基本構想に照らし適切なものであること 

５．計画を達成する見込みがあること 

６．計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること 

計画書に記載する内容 

■ 年間の農業所得や労働時間の目標 

■ 経営規模や作付内容の目標 

■ 生産方式や経営管理をどう合理化するか 

■ 労働条件や働き方をどう改善するか 

申 請 

認 定 基 準
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農業経営サポートセンターの支援を受けて 

経営課題の解決に取り組みませんか 
 

 農業経営サポートセンターでは、経営体の発展段階に応じた様々な課題を、専門家

と連携してアドバイスし、効率的かつ安定的な農業経営の育成をサポートしています。 

 
 課題解決には、経営体自らの努力と生産技術の改善はもちろんですが、

専門家と関係機関（市、農林振興センター、ＪＡ等）で支援チームをつく

り、伴走支援を行いますので積極的に利用しましょう。 
 

 ◎ 支援できる項目  

項  目 活用できる専門家 

経営の診断 税理士 

司法書士 

中小企業診断士 

農業経営アドバイザー 

経営コンサルタント 

デザイナー 

商品デザイン、パッケージ、ロゴの相談 

節税対策、法人化支援 

経営継承相談 

社会保障制度の導入支援 社会保険労務士 

労働安全コンサルタント 
就業規則の作成支援 

従業員福利厚生制度（就業規則見直し支援） 

労働安全性の診断 

労働安全性の改善支援 

・複数の項目への相談・取組も可能です。 

・上記の項目以外であっても、経営改善に結びつくと考えられることは支援の対象と

なりますので、お気軽にご相談ください。 
 

相談や専門家派遣の費用

に農業者の負担は 

ありません。 

◎ 相談窓口・お問合せ先 

農業経営サポートセンター 

富山県担い手育成総合支援協議会（（一社）富山県農業会議） 
 電話：０７６（４４１）８９６１ 

〒930-0096 富山市舟橋北町 4-19 富山県森林水産会館６階 

※サテライト相談窓口として、各地域担い手協議会(市町村農政担当課)・富山県新川

農林振興センターがありますので、まずはこちらにご相談ください。 

農業経営の法人化（１）

農業法人とは、「法人形態」によって農業を営む

法人の総称です。この農業法人には、「会社法

人」と「農事組合法人」の２つのタイプがあります。
また、農業法人は、農地の権利取得の有無に

よって、「農地所有適格法人」と「一般農業法人」
に大別されます。

「農地所有適格法人」は、“農業経営を行うために
農地を取得できる法人”であり、株式会社（株式譲
渡制限会社（公開会社でない）に限る）、農事組合
法人（農業経営を営む、いわゆる２号法人）、有限
会社、合名会社、合資会社の５形態です。また、事
業や構成員、役員についても一定の要件がありま
す。
（ただし、農地を利用しない農業の場合は農地所有
適格法人の要件を満たす必要はありません）

法人化する場合、どのタイプの法人を選ぶのか、
それぞれの法人形態の特色や自らの経営展望に
照らして選択する必要があります。

法人の形態が決まれば、いよいよ設立です。お
おまかな手順は右図のとおりです。農地等の権利
を取得する農地所有適格法人の設立をめざす場
合には、定款や事業計画の作成の時点で市農業
委員会等の関係機関・団体と事前に相談すること
をお勧めします。

農地所有適格法人

農 業 法 人 の 概 要

設 立 手 順
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農業経営の法人化（１）

農業法人とは、「法人形態」によって農業を営む

法人の総称です。この農業法人には、「会社法

人」と「農事組合法人」の２つのタイプがあります。
また、農業法人は、農地の権利取得の有無に

よって、「農地所有適格法人」と「一般農業法人」
に大別されます。

「農地所有適格法人」は、“農業経営を行うために
農地を取得できる法人”であり、株式会社（株式譲
渡制限会社（公開会社でない）に限る）、農事組合
法人（農業経営を営む、いわゆる２号法人）、有限
会社、合名会社、合資会社の５形態です。また、事
業や構成員、役員についても一定の要件がありま
す。
（ただし、農地を利用しない農業の場合は農地所有
適格法人の要件を満たす必要はありません）

法人化する場合、どのタイプの法人を選ぶのか、
それぞれの法人形態の特色や自らの経営展望に
照らして選択する必要があります。

法人の形態が決まれば、いよいよ設立です。お
おまかな手順は右図のとおりです。農地等の権利
を取得する農地所有適格法人の設立をめざす場
合には、定款や事業計画の作成の時点で市農業
委員会等の関係機関・団体と事前に相談すること
をお勧めします。

農地所有適格法人

農 業 法 人 の 概 要

設 立 手 順
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株 式 会 社 農 事 組 合 法 人

目 的 商行為その他の営利行為 共同の利益増進

出 資 制限なし（１株均一） 制限なし（１口均等）

構成員
１人以上

（ただし、農地所有適格法人となる場合には、
農地法の要件を満たす必要がある）

農民等３人以上

議決権
出資１株につき１議決権

（ただし、定款で別段の定め可）
１人１議決権

取締役１人以上（社員以外も可） 理事１人以上（農民である組合員のみ）

配 当 出資株数に比例（出資配当の制限なし） 利用分量・従事分量・出資分量の３種類

役 員
常時従事する構成員・理事の過半は60日以上の農作業に従事すること

株式会社と農事組合法人の比較は別表のとおりです。
商行為その他の営利行為（株式会社）と共同の利益増進（農事組合法人）のように事業

目的が異なりますし、議決権のほか、農事組合法人には雇用人数の制限（構成員の２／
３未満）もありますので、注意が必要です。

農業法人を設立する場合、法人形態や構成員をどうするかは重要なポイントです。
会社法人にするのか、農事組合法人にするのか、また、構成員を家族だけの同族法人

にするのか、仲間と一緒に法人を作るのか。法人形態の選択に当たっては、家族や仲間、
地域事情や資金等の現時点の状況判断だけでなく、将来、どのような農業法人にしたい
のかも含めた長期的な視点も大切です。

法人を設立するためには

農業経営の法人化（２）

- 31 -



１．融資限度額の拡大（認定農業者に限る）

　　等）を伴うため、取引上の信用力が向上

　　力、農業技術の習得が可能

制
度
上
の
利
点

１．所得の分配による事業主への課税軽減

２．定率課税の法人税の適用

３．役員報酬の給与所得化による節税（一部制限あり）

４．使用人兼役員賞与の損金算入

５．退職給与等の損金算入

６．欠損金の７年間繰越控除（青色申告法人に限る）

７．農業経営基盤強化準備金

税制面での優遇

１．社会保険、労働保険の適用による農業従事者の福利増進

２．スーパーＬ資金の「円滑化貸付」による無担保・無保証貸付

　　（認定農業者に限る）

社会保障制度

　　条件の明確化

制度資金

２．労働時間等の就業規則の整備、給与制の導入による就業

経
営
上
の
利
点

２．法人となることでイメージが向上し、商品取引や従業員の雇

　　用等が円滑化

１．法人の役員、社員等の中から有能な者を後継者として確保

　　することが可能

２．就農希望者が法人に就職することで、初期負担なく経営能

１．経営責任に対する自覚を持つことで、経営者としての意識

　　改革を促進

２．家計と経営が分離され、経営管理が徹底

経営管理能力の向上

対外信用力の向上

人材の確保・育成

１．計数管理の明確化や各種法定義務（設立登記、経営報告

農業経営の法人化の利点として、次のことが挙げられます。
1)経営の円滑な継承
2)経営管理能力や資金調達能力、対外信用力の向上
3)雇用労働関係の明確化や労災保険などの適用による農業従事者の福利厚生の充実
4)新規就農者の確保が容易

また、新規就農や地域雇用の受け皿となるなど、地域社会の活性化に果たす役割の重
要性も指摘されています。

しかしながら、これらの利点は、法人化すれば自動的に享受されるものではなく、農業経
営の継続・発展のための経営努力のなかで生み出され、獲得していくものとして理解する
必要があります。
また、法人化することによって、管理コストの上昇や農地等の相続税の納税猶予制度、

生前一括贈与の特例を受けられなくなる場合もありますので、自らの経営内容等を多角的
に検討し、法人化に着手することが大切です。

法人化の意義とメリット

農業経営の法人化（３）
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経営継承対策と は何？

個人経営における経営継承の特徴

継承する資産の構成要素

人（経営） の継承

知的資産の継承

資産の継承

　後継者 に継承するものには、土地や施設・ 機械などの「目 に見える資産（人 ・資産）

の継承」だけではなく、「 目には見えない資産（知的資産） の継承」もあります。

　 円滑に経営を継承するためには、後継者の育成も必 要となるため、計画的に時間

をかけて取り 組む必要があり 、早めの対応がおすすめです。

事業用資産と 個人資産の仕分けが必要

　農業者 が居住している自宅の敷地内に農機具格納庫があるなど、農業に必要

となる資産が個人資産と一体化されている場合が多く、特に第三者へ継承をする

際は継承する資産の仕分けが必要になります。

継承を前提とした法人化

　事業 用資産が個人資産と明確に区分され、事業の継続性が高まるため、継承

を前提とした法人化に取り組む例もあります。

経営権 事業用資産（設備 ・ 機械、農地等）

資金（運転資金 ・ 借入金等）

経営理念　　従業 員の技術や技能　　 ノウハウ　　経営者 の信用

取引先との人脈　　顧客情報　　許認可　　知的財産 （ブ ランド、商標、商号）

これからの明るい農業の未来に向けて、

皆さまをご案内いたします。

の継承

農地等）
個人資産

1

60

50

40

30

20

10

0

15
～1

9歳
20
～
24

25
～
29

30
～
34

35
～
39

40
～
44

45
～
49

50
～
54

55
～
59

60
～
64

65
～
69

70
～
74

75
～
79

80
～
84

85
歳
以
上

（万人）

資料：農林水産省「 農林業センサス」（組替集計） 、「 農業構造動態調査」

昭和一桁世代
（ 1926年 ～1934年生まれ）

平成7年　256万人　59.6歳
60代以下：205万人

平成17年　224万人　64.2歳
60代以下：135万人

平成27年　175万人　67.0歳
60代以下：93万人

基幹的農業従事者数　平均年齢
60代以下基幹的農業従事者数〔 　　　　　〕

（平成30年　145万人　66.6歳）

後継者に

バトンタッチ

できるように

しよ う

農業者の高齢化の進展
　農業を支える基幹的農業従事者は年々高齢化し、今後一層の減少が見込まれていることから、担

い手の確保が困難となり、農業の持続可能性が懸念される地域が発生する可能性があります。

突然親が亡くなり 途方に暮れた
　農業をしていた親が、突然亡くなった 。子ども達は農業に携わっておらず、

誰も農業を継ぐ意思がないため、農地をどう するのかなど途方に暮れた。

取引の慣習を継承できず契約解除を通知された
　 販売に関することを一人で担当していた母親が急に他界してしまった。

取引先のスーパーからは取引継続の話があり、契約内容の確認はでき

た。取引先との慣習等を十分に把握していなかったため、取引先から度

重なるクレームが入り、最終的には契約解除を通知された。

後継者に資産を集中できない
　個人 で農業をしていた父親が他界し、母親・長 男・ 次男への相続が発

生。父親と一緒に農業をしていた長男に農業経営に関する資産をすべて

引き継ごうとした が、次男が反対したため、結果として 規模を縮小せざるを

得なくなった 。

（注） 基幹的農業従事者とは、販売農家の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事している者（家事 や育児が主体の主婦や学生等は含まない。）

2
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経営継承対策と は何？

個人経営における経営継承の特徴

継承する資産の構成要素

人（経営） の継承

知的資産の継承

資産の継承

　後継者 に継承するものには、土地や施設・ 機械などの「目 に見える資産（人 ・資産）

の継承」だけではなく、「 目には見えない資産（知的資産） の継承」もあります。

　 円滑に経営を継承するためには、後継者の育成も必 要となるため、計画的に時間

をかけて取り 組む必要があり 、早めの対応がおすすめです。

事業用資産と 個人資産の仕分けが必要

　農業者 が居住している自宅の敷地内に農機具格納庫があるなど、農業に必要

となる資産が個人資産と一体化されている場合が多く、特に第三者へ継承をする

際は継承する資産の仕分けが必要になります。

継承を前提とした法人化

　事業 用資産が個人資産と明確に区分され、事業の継続性が高まるため、継承

を前提とした法人化に取り組む例もあります。

経営権 事業用資産（設備 ・ 機械、農地等）

資金（運転資金 ・ 借入金等）

経営理念　　従業 員の技術や技能　　 ノウハウ　　経営者 の信用

取引先との人脈　　顧客情報　　許認可　　知的財産 （ブ ランド、商標、商号）

これからの明るい農業の未来に向けて、

皆さまをご案内いたします。

の継承

農地等）
個人資産

1

60

50

40

30

20

10

0

15
～1

9歳
20
～
24

25
～
29

30
～
34

35
～
39

40
～
44

45
～
49

50
～
54

55
～
59

60
～
64

65
～
69

70
～
74

75
～
79

80
～
84

85
歳
以
上

（万人）

資料：農林水産省「 農林業センサス」（組替集計） 、「 農業構造動態調査」

昭和一桁世代
（ 1926年 ～1934年生まれ）

平成7年　256万人　59.6歳
60代以下：205万人

平成17年　224万人　64.2歳
60代以下：135万人

平成27年　175万人　67.0歳
60代以下：93万人

基幹的農業従事者数　平均年齢
60代以下基幹的農業従事者数〔 　　　　　〕

（平成30年　145万人　66.6歳）

後継者に

バトンタッチ

できるように

しよ う

農業者の高齢化の進展
　農業を支える基幹的農業従事者は年々高齢化し、今後一層の減少が見込まれていることから、担

い手の確保が困難となり、農業の持続可能性が懸念される地域が発生する可能性があります。

突然親が亡くなり 途方に暮れた
　農業をしていた親が、突然亡くなった 。子ども達は農業に携わっておらず、

誰も農業を継ぐ意思がないため、農地をどう するのかなど途方に暮れた。

取引の慣習を継承できず契約解除を通知された
　 販売に関することを一人で担当していた母親が急に他界してしまった。

取引先のスーパーからは取引継続の話があり、契約内容の確認はでき

た。取引先との慣習等を十分に把握していなかったため、取引先から度

重なるクレームが入り、最終的には契約解除を通知された。

後継者に資産を集中できない
　個人 で農業をしていた父親が他界し、母親・長 男・ 次男への相続が発

生。父親と一緒に農業をしていた長男に農業経営に関する資産をすべて

引き継ごうとした が、次男が反対したため、結果として 規模を縮小せざるを

得なくなった 。

（注） 基幹的農業従事者とは、販売農家の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事している者（家事 や育児が主体の主婦や学生等は含まない。）
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経営継承計画の様式例は

（農水省 ＨＰ )コチラ→

経営継承の準備から実行まで

準備段階

流れを

ご説明します

経営継承の必要性の確認

経営状況・ 資産の把握（見 える化）
　経営 の沿革、経営理念、将来像の明確化、事業計画、知的財産権、顧客情報

などから現状を把握します。

後継者の選定・ 育成
　親族内 や従業員などに後継者候補がいるか、後継者候補の能力・ 適性、

後継する意思の確認などを行います。

　経営継承 については、経営者と 後継者による話し合い

を準備段階から実行段階まで様々なことを何度も行う必 要

があるため、時間を要することが多く、計画的に進めていく

こと が重要です。

1

2

3

4

5

計画段階

実行段階

経営継承が完了

更なる経営発展へ

経営継承計画の策定
　 経営継承も経営を継続していくための手段であることから、中長期の事業計画に

は、経営継承の時期や具体的な対策を盛り込んだ「経営継承計画」 を策定します。

　「経営継承計画」 には、設備・ 機械等の資産の継承とともに 、目に見えない資

産を継承することを念頭に置いて、後継者にどのような仕事をどのような順序・

方法で任せるのか、関係者の理解醸成や人間関係の構築などをどのように す

るのか、具体的に記載します。

経営継承計画の実行
　定期的 にチェックを 行い、計画通りに進行していない場合は、原因と対策を

考えます。

3

経営継承の類型

 ◎親族内継承

　親族 に継承すること 。親族内継承には、現在の経営者の子息・ 子女が後継者となるケースの他、甥や

娘婿が後継者となるケースなどもあります 。

＜メリット＞

関係者から心情的に受け入れられやすい。

後継者を早期に決定し 、長期の準備期間が確保できる。

＜留意点＞

親族内に経営能力と 意欲がある者がいるとは 限らない。

相続人が複数いる場合、後継者の決定や事業用資産等の集中が難しい。

後継者本人の意向を明示的に確認する取組が必要。

 ◎親族外継承（ 従業員等）

　 従業員等の非親族に継承すること。 共同創業者、番頭格の役員、部門長等の従業員、優秀な若手従

業員等が後継者候補となることが多い。また 、経営者の子息等への中継ぎとして 、一時的に行われること

もあります 。なお、個人の経営継承ではほとんど行われていません。

＜メリット＞

親族内に後継者候補がいない場合でも、後継者確保がしやすい。

業務に精通しているため、他の従業員などの理解が得られやすい。

＜留意点＞

親族内継承と 比べて、関係者から心情的に受け入れられにくい場合がある。

後継者候補に株式取得等の資金力がない場合が多い。

後継者として組織内で計画的に人材育成をして いく必要がある。

 ◎親族外継承（第三者）

　 親族や従業員以外の者へ継承すること 。身近なところに後継者候補がいない場合などに検討され、

マッチングによる外部人材の招へいや事業譲渡などがあります 。

＜メリット＞

広く後継者候補を求めることが できる。

現経営者が事業売却による利益を獲得できる。

＜留意点＞

希望の条件（後継者 の経営理念、従業員の継続雇用、売却価格等）を満たす後継者の確保が難しい。

後継者が確保できても、関係者の理解や協力などが得られず後継者が辞めてしまう場 合もあるので、

　継承完 了までしっかりと経 営をサポートす る必要がある。

経営継承は3つの

類型があり ま す

4
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経営継承計画の様式例は

（農水省 ＨＰ )コチラ→

経営継承の準備から実行まで

準備段階

流れを

ご説明します

経営継承の必要性の確認

経営状況・ 資産の把握（見 える化）
　経営 の沿革、経営理念、将来像の明確化、事業計画、知的財産権、顧客情報

などから現状を把握します。

後継者の選定・ 育成
　親族内 や従業員などに後継者候補がいるか、後継者候補の能力・ 適性、

後継する意思の確認などを行います。

　経営継承 については、経営者と 後継者による話し合い

を準備段階から実行段階まで様々なことを何度も行う必 要

があるため、時間を要することが多く、計画的に進めていく

こと が重要です。

1

2

3

4

5

計画段階

実行段階

経営継承が完了

更なる経営発展へ

経営継承計画の策定
　 経営継承も経営を継続していくための手段であることから、中長期の事業計画に

は、経営継承の時期や具体的な対策を盛り込んだ「経営継承計画」 を策定します。

　「経営継承計画」 には、設備・ 機械等の資産の継承とともに 、目に見えない資

産を継承することを念頭に置いて、後継者にどのような仕事をどのような順序・

方法で任せるのか、関係者の理解醸成や人間関係の構築などをどのように す

るのか、具体的に記載します。

経営継承計画の実行
　定期的 にチェックを 行い、計画通りに進行していない場合は、原因と対策を

考えます。

3

経営継承の類型

 ◎親族内継承

　親族 に継承すること 。親族内継承には、現在の経営者の子息・ 子女が後継者となるケースの他、甥や

娘婿が後継者となるケースなどもあります 。

＜メリット＞

関係者から心情的に受け入れられやすい。

後継者を早期に決定し 、長期の準備期間が確保できる。

＜留意点＞

親族内に経営能力と 意欲がある者がいるとは 限らない。

相続人が複数いる場合、後継者の決定や事業用資産等の集中が難しい。

後継者本人の意向を明示的に確認する取組が必要。

 ◎親族外継承（ 従業員等）

　 従業員等の非親族に継承すること。 共同創業者、番頭格の役員、部門長等の従業員、優秀な若手従

業員等が後継者候補となることが多い。また 、経営者の子息等への中継ぎとして 、一時的に行われること

もあります 。なお、個人の経営継承ではほとんど行われていません。

＜メリット＞

親族内に後継者候補がいない場合でも、後継者確保がしやすい。

業務に精通しているため、他の従業員などの理解が得られやすい。

＜留意点＞

親族内継承と 比べて、関係者から心情的に受け入れられにくい場合がある。

後継者候補に株式取得等の資金力がない場合が多い。

後継者として組織内で計画的に人材育成をして いく必要がある。

 ◎親族外継承（第三者）

　 親族や従業員以外の者へ継承すること 。身近なところに後継者候補がいない場合などに検討され、

マッチングによる外部人材の招へいや事業譲渡などがあります 。

＜メリット＞

広く後継者候補を求めることが できる。

現経営者が事業売却による利益を獲得できる。

＜留意点＞

希望の条件（後継者 の経営理念、従業員の継続雇用、売却価格等）を満たす後継者の確保が難しい。

後継者が確保できても、関係者の理解や協力などが得られず後継者が辞めてしまう場 合もあるので、

　継承完 了までしっかりと経 営をサポートす る必要がある。

経営継承は3つの

類型があり ま す
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新規就農者・就農希望者を支援します 
 

 就農を希望する方に対し、県や市、富山県農林水産公社では、 

次のような支援を行っています。 

 

１．まずは農業体験から 

  ○農業体験研修（対象：社会人、大学・専門学校等の学生） 

   就農希望者を対象に、希望作目にあった先進農家等での５～３０日間の実地体験研

修を実施します。 

 

 

２．就農前に 

    ①就農準備研修（対象：青年等就農ビジョン認定者） 

   青年等就農ビジョン認定者が就農に必要な知識・技術

を習得するため先進農家等で行う研修です。 

   （研修期間：１年以上２年以内） 

 

    

 

    

 

  ②就農準備資金（前年の世帯所得が原則 600 万円未満 等の要件あり） 

   県が認める研修機関（とやま農業未来カレッジ等）で研修を受ける青年等就農ビジ

ョン認定者に 12.5 万円/月（年間 150 万円）×最長２年間が交付されます。 

 

   ≪交付者の主な要件≫ 

(1)就農予定時の年齢が、原則として 50 歳未満であること。 

(2)市または県から青年等就農ビジョンの認定を受けていること。 

(3)研修期間が概ね 1 年以上かつ概ね年間 1,200 時間以上であること。 

(4)研修期間中に常勤の雇用契約を締結しないこと。 

(5)研修終了後 1 年以内に独立・自営就農、親元就農または農業法人等で常勤の形態

で就農すること。 

(6)親元就農する予定の場合は、５年以内に経営継承すること。独立・自営就農の場

合は、就農後５年以内に、認定新規就農者または認定農業者になること。 

(7)原則として生活費の確保を目的とした国の他事業による給付等を受けていない

こと。 等 

 

認定新規就農者とは… 

 就農予定時の年齢が原則 45

歳未満で、将来の農業経営に

関する目標や目標を達成する

ために必要な機械施設等の導

入計画等をまとめた「青年等

就農計画」を作成し、市長の認

定を受けた方です。 
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３．就農して認定新規就農者に認定されたら 

  市長から｢青年等就農計画｣の認定を受けた認定新規就農者は、当該経営に必要な施設、

機械、農地等の導入に要する経費や運転資金について支援を受けることができます。 

① 青年等就農資金 

    借入限度額：3,700 万円、償還期限：17 年以内(据置期間５年以内)、法定無利子 

 

② 経営開始資金（前年の世帯所得が原則 600 万円未満 等の要件あり） 

    独立・自営就農する認定新規就農者に、農業を始めてから 12.5 万円/月（年間 150

万円）×最長３年間が交付されます。 

   

③ 経営発展支援事業 

独立・自営就農する認定新規就農者に、機械・施設等の導入費用の一部に対して支

援を受けることができます。 

事業費上限 1,000 万円（経営開始資金の対象者は 500 万円）の 7/8 

 

   ≪給付者の主な要件≫ 

(1)就農予定時の年齢が、原則として 50 歳未満であること。 

(2)農地の所有権もしくは利用権（外部からの貸借が主）を有していること。 

(3)主要な農業機械・施設を自ら所有・貸借していること。 

(4)本人名義で生産物や生産資材等を出荷・取引すること。 

(5)農業経営を開始して５年後までに農業で生計が成り立つ計画を有すること。 

(6)親元就農の場合、親の経営に従事してから５年以内に継承して農業経営を開始し、

かつ交付期間中に、新規作目の導入などの経営発展に向けた取組を行い、新規参

入者と同等のリスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると市長に認

められること。 

(7)市が作成する地域計画において、目標地図に位置づけられている又は位置づけら

れることが確実と見込まれること。 

(8)原則として生活費の確保を目的とした国の他事業による給付等を受けていない

こと。 等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

詳しくは、市、農協、新川農林振興センターまでお問い合わせください。 
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